
排出事業者がその処理を委託した産業廃棄物の処理状況を自ら把握し、
不法投棄等の不適正処理を未然に防止するための制度





事務作業

廃棄物を収集運搬業者、または処分
業者に引渡した日から３日以内（土日・
祝日及び年末年始を含めない）にマ
ニフェスト情報を情報処理センターに
登録
※３日以内とは、廃棄物を引渡した日を含ま
ない（以下同様）

運搬終了日から３日以内（土日・祝日
及び年末年始を含めない）に、必要事
項を入力して情報処理センターに報告

処分終了日から３日以内（土日・祝日
及び年末年始を含めない）に、必要事
項を入力して情報処理センターに報告







1,800 円24,000 円

12,000 円

12,000 円 12,000 円24,000 円

10 円

10 円

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（税抜）

（90 件まで無料）
20円

2,400 件以下2,401件以上

20円

（90 件まで無料）
20円

1,380 件以下1,381件以上

90 件 75 件 60 件 45 件 30 件 15 件

【基本料早見表（利用開始月別）】
JWNETの利用開始設定をした日が「利用開始日（利用開始月）」となります。利用開始月から、初年度の基本料が発生します。

24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000

12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000

1,800 1,650 1,500 1,350 1,200 1,050 900 750 600 450 300 150

電子マニフェストセンター




